
九州情報大学研究費の不正防止に関する機関内の責任体系図 
 

 

 

 

 

         

               

 

 

 

 

 

 

 

最高管理責任者 
【学長】 

●競争的資金等の運営・管理、研究活動の不正行為に関する最高責任者 

統括管理責任者  
【副学長】 

●最高管理責任者の補佐 

●競争的資金等の運営・管理、研究活動の不正行為対策について大学全体を統括し

実質的な責任と権限を有する 

●不正使用防止計画推進委員会委員長を兼ねる 

・状況報告 
・基本方針の策定 

・必要な措置 

不正使用防止計画推進委員会 

通報窓口 

 
法人総務課 
大学庶務課 

不正通報の報告 

報告・連携 

教員・職員等 

コンプライアンス推進責任者 

【事務局長、事務部長】 

・統括管理責任者を補佐し、公的研究費の運

営・管理について実質的な責任と権限を持つ 

・不正行為対策を実施し、実施状況を確認す

るとともに、実施状況を統括管理責任者に報

告 

コンプライアンス教育 

モニタリング 
誓約書の提出 

業者等学外者 

監  事 

監査法人 

不正調査委員会 
・不正の有無・不正の内容、関与した者 

およびその程度を調査し報告する 
・弁護士・公認会計士等第三者の参画 

内部監査（不正使用防止計画推進 
委員会・庶務課） 
・管理体制の改善点の把握 
・不正発生要因の分析 
・財務情報に関する確認 

購入・検収担当 

庶務課・図書館 

庶務課 
・競争的資金等の応募・申請手続き 
および使用ルール等 
・会計等関連の手続きに関すること 

（物品購入、契約、旅費、人件費等） 

研
究
費
等
使
用
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ル
ー
ル
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不正通報 

予備調査

a 
・必要に応じて設置 
・調査指示  

実施業務 

・具体的な不正使用防止計画 

の策定と実施 

・具体的な対策の実施状況の 

確認 

・不正使用防止計画の進捗・ 

管理 

ルールに関する 

質問等 

手続の質問等 

連携 

・報告 ・監査結果報告 

・情報提供 
・調査協力 

連携協力 

内部監査 

内部監査 

大学組織 

構成員：副学長、学部長、研究科長、庶務課長、学長が指名する者若干名 

研究倫理教育責任者 

【学部長】 

・研究倫理に関する知識を定着・更新させる

ための実質的な責任と権限を持つ 

・研究倫理についての教育・研究の実施並

びに国内外における情報の収集及び周知を

図る 


